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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１６９　　２０１２年　９　月　２０　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
最 低 賃 金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｐ２０１２年度の４７都道府県ごとの最低賃金の改定額が出そろいました。　　三重県は７円アップの７２４円で、全国平均は１２円アップの７４９円です。　　２０１１年度の引き上げ額７円は上回りました。中央最低賃金審議会は７月末、２０１２年度も７円アップにとどめる「目安」を示しましたが、地域の実情を反映させた結果２年ぶりの２桁アップ（１０円台）となりました。１２円アップでもきわめて不十分です。改定額の７４９円でもフルタイムで働いて月１２万円程度です。「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる」（最賃法）水準からは、あまりにもかけ離れています。しかも北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、広島の６都道府県は、依然として生活保護水準を下回っています。２００７年に改正された最賃法は「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」として生活保護水準を下回らないようにする文言も盛り込まれました。法改正から５年もたっているのに生活保護水準以下の地域が存在するのは異常です。法律違反の現状を放置しているのは、あまりに無責任です。（最低賃金と生活保護水準を比較する厚労省の計算方法は「実態とかけ離れている」と批判されています。最低賃金を抑え込むごまかしはやめるべきです。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ民主党政権が２０１０年の「新成長戦略」で掲げた“早期に全国最低８００円を実現し、２０２０年までに１０００円をめざす”目標も、野田内閣の「日本再生戦略」では「工程表」記載にとどまりました。最賃引き上げの流れを逆行させることは許されません。最賃が生活保護水準を下回る｢逆転現象｣解消を口実に生活保護水準切り下げを狙う動きは、まったく不当です｡｢引き下げ競争」の悪循環は、国民の所得を奪い消費を冷え込ませる最悪の道です。国民のくらしを底上げし、日本の経済再生の土台を築くためにも時給１０００円以上・全国一律の最低賃金制度の実現（日本共産党の要求）が急がれます。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）
２０１２年 「決算議会」 終盤
９月２５日（火）　午前１０時　　決算特別委員会全体会
９月２６日（水）　午後　１時　　新病院の整備等に関する特別委員会
１０月　２日（火）　午後　１時 本会議(委員長報告、質疑、討論、採決)閉会
民主・自民党首選について
ｐ連休中（１５日―１７日）のテレビや新聞の報道は、民主党の代表選挙、自民党の総裁選挙ばかりでした。確かに、第１党と第２党の党首は政権を担当する首相指名にもつながるものです。しかし、いずれの党首選でも、先の通常国会で国民の反対を押し切って消費税の増税を決めた民主･自民･公明３党の「増税談合」の継承が論戦の前提となっていました。実際、民主党の代表候補も自民党の総裁候補も、消費税増税と社会保障の「一体改革」や日米同盟の強化などの政策で、その主張にほとんど違いがありません。「原発ゼロ」の進め方や環太平洋連携協定（ＴＰＰ）への対応で多少違っても、その違いは政党によるというより候補者による差です。
ｐ民主党政権は、長年にわたった自民党の政治を変えることを約束してスタートしました。しかし政権交代から３年、公約違反を重ねて、現在の野田政権はすっかり自民党政権と違いがないところに立ち至っています。根本には自民党同様民主党にも､アメリカいいなり､財界本位の政治の害悪を正す立場がありません｡その結果､大企業優遇の税制を続ける消費税の増税でも、オスプレイの沖縄配備など日米同盟の強化でも、政治の中身は変わりません。
ｐこうした中で見過ごせないのは、自民党総裁選に立候補した５人の候補がそろって｢改憲｣を掲げるなど、“保守色”を競っていることです｡更には、｢橋下･維新の会｣にすりよる動きもあります。日本政治に台頭する右傾化の流れは危険です。反動的逆流にはきびしい批判が不可欠です。
９月１１日　９月議会【議案質疑】
１、　　議案第８０号「桑名市職員倫理条例の制定について」
（1） 「パブリックコメント」をどう捉えているか
1 制定に当たって「パブリックコメント」をどう捉えているか。
【答弁】パブリックコメント手続要綱に基づき、頂いた意見を職員審査委員会に諮って、修正したところもある。貴重な意見を頂いたと思っている。
2 市長は該当しないが、市長の倫理は何でチェックされるか。
【答弁】市長は政治家として、市の最高責任者として、しっかり職務を行っていくものと考えております。他市では規定している所もあるが、考えていない。
3 公務員としての守秘義務を条例中にも明記すべきではないか。
【答弁】地方公務員法で規定されており、大事な事ではあるが、この規定は服務に対する規定になるので、条例では規定していない。
4 禁止行為のなかにどうしてこんなに行うことができる行為があるのか。また禁止行為の例外事項があるのか。（条例１６６行中やってもいい事が２７行、贈与等の報告が１３行、審査会の設置関係が３６行と全部で７６行（４５．８％大半の文言が）が不要となります。）
【答弁】職務として必要な行為や私的な行為まで制限するものでないため、例外となる行為も規定している。
5 贈与等は全面的に禁止であり、贈与など無い（考えられない）のだから、贈与等の報告関係の項目は必要ないものと考えるが如何ですか。
【答弁】利害関係者以外からの贈与等を報告させるもので、利害関係者以外からの贈与等についてもチェックしようとするものです。
6 何故、３月に設けた条例を廃止し、審査会の設置をこの条例に入れたのか。
【答弁】職員倫理条例に入れる事により、この条例の運用に職員倫理審査会が係わる事を明らかにできる。
7 必要なことは「規則」で定めるになっているが、「規則」はどのように定められるのか。
【答弁】条例の施行に関して補完するために規則は必要である。規則は、職員倫理審査会での審議を経たうえで定める。
（2） これで目的が達成できると思うのか。
【答弁】条例を作ったから、それで職員の意識が高まるとは思っていない。全職員が正しく理解し、正しく運用されなければならない。そのために研修等を実施して周知徹底する。　　（是非、条例案を一読下さい。市のＨＰから見れます。）
その他に次の２点を質疑しました。
2、 議案第８４号「工事請負契約の締結について((仮称)陽だまりの丘複合施設建設（建築）工事」
（1） 低入札価格調査制度試行について
1 「低入札価格調査制度」とは
2 落札業者決定に至った経緯は。具体的に説明してください。
3、 　議案第７６号「平成２４年度桑名市地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計補正予算（第２号）」
（１）東センターへの３０００万円の貸付について
1 基本構想・基本計画との整合性は
９月１２日　９月議会【一般質問】
桑名の緑は守られているか。　　　　　　　　　　　【答弁】「緑被率」は減少。
（1） 都市計画マスタープラン、緑の基本計画の進捗状況は
（2） 開発行為の許認可について
以上を踏まえ、現在の桑名市の開発行為の許認可はどうなっているのか伺います。
1 緑を守り、災害をなくす立場に立っているか
2 森忠地区（旗竿状土地で新入通路が４メートル以下）の開発は正当なのか
2、 企業誘致について
（1） 富士通はどうなるのか【答弁】工場売却の報道は富士通側からではない。
1 多度町時代から富士通関連に投資した金額は。
2 外国企業が買収したときどうなるのか。
3 桑名市、従業員等への影響は。
4 対策は考えているのか。
（質問の様子は、近日インターネットで録画で見れるようになります。）
時間が無くなり、以下は質問できませんでした。
（2） 民間による力尾地区の土地区画整理事業は
1 大開発の周りへの影響は。
2 誘致企業が決まり、組合の採算は取れるのか。
９月１８日　９月議会【常任委員会での反対討論】
「桑名市職員倫理条例の制定について」
１、「パブリックコメント」の数（４名）から判断して、市民に知られてない。

２、肝心の職員も関心が低く知らない。

３、本来禁止すべきなのに、やっていい事の規定が多すぎる。

４、不必要（委員会設置や報告関係）な項目が多すぎる。

５、よく読めば欠陥条例で、文言の整理が必要。

６、問題は、市長と幹部の問題で一般職員に押し付けている。

を指摘して反対しました。反対、賛成同数で委員長判断で可決となりました。
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